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会 議 名 議会改革特別委員会 

開閉日時 平成 28 年４月 14 日（木） 午前９時 59 分～午前 11 時 11 分          

会  場 委員会室        

 

１．出席者 

   ２番 神 谷 利 盛、    ４番 浅 岡 保 夫   ５番 長谷川 広昌、 

６番 黒 川 美 克、  １１番 神 谷 直 子、 １３番 北 川 広 人、  

１２番 内藤 とし子、 １６番 小野田 由紀子 

     オブザーバー 議 長、副議長 

 

２．欠席者 

   なし 

 

３．傍聴者 

   杉浦康憲、柳沢英希、柴田耕一、杉浦敏和、鈴木勝彦、小嶋克文 

 

４．説明のため出席した者 

   なし  

 

５．職務のため出席した者 

   議会事務局長、書記２名 

 

６．付議事項 

 （１） 広聴会のテーマについて 

 （２） 議会のＩＣＴ化の取り組みについて 

 （３） 議会の災害対応マニュアルについて 

 （４） その他 

 

７．会議経過 
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委員長挨拶 

 

委員長 ただいまの出席委員は、全員であります。よって、本委員会は成立い

たしましたので、これより議会改革特別委員会を開会いたします。本委員会記

録の署名委員の指名をさせていただきたいと思います。本件については、委員

長から御指名申し上げて御異議ございませんか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議なしと認め、副委員長の黒川美克委員を指名いたします。 

 

 

≪議 題≫ 

（１）広聴会のテーマについて 

委員長 この件につきましては前回、議会改革特別委員会で広聴会を行うとい

うこと、議会報告会の日にともに行うということと、それから報告会、広聴会

の運営のスケジュール等は編集委員会でやっていただくということで、テーマ

についてはこの議会改革特別委員会で決定をしていくと話をさせていただいて

おります。事前に各会派にお話をさせていただいておりますので、各会派から

の御意見をお願いしたいと思います。 

意（４） 広聴会のテーマということで、市政クラブといたしましては、現在

の高浜市の情勢を見ますと、いわゆる公共施設関係のことが最重要ではないか

と思いまして、会派内でちょっと話し合いをいたしました。それで、公共施設

といっても全般的な話になりますので、今回、高浜市の総合管理計画と長期財

政計画等が、ホームページ等でもう既に発表されておりますので、こちらの高

浜市の総合管理計画と長期財政計画に基づいてのテーマで、財政計画について

といいますか、この点についての広聴会を開いたらどうかということで、クラ

ブとしては一応まとまりましたので、市政クラブとしてはそういった意見にな
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ります。以上です。 

委員長 ほかに。 

意（12） 共産党としては、総合管理計画や長期財政計画に基づいてというこ

とになると、かなりの市民の皆さん、何といいますか、問題が複雑というか、

難しくなるんではないかと思うんですね。だから、一般的に公共施設のあり方

についてということでいいと思うんですが、お願いします。 

委員長 ほかにございますか。 

意（16） 公共施設のあり方をということですと、市役所を省いてそれ以後の

公共施設のあり方ということで、かなり長い期間にわたって計画がつくられて

いるわけでございますので、もう少し絞ったほうがいいじゃないかなと思いま

す。今は、市政クラブからいい案も出ておりましたので、それも検討していっ

たらいいかなと思います。 

委員長 ほかの会派の方、ありますか。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 実はですね、今月の 18 日が、ぴいぷるの原稿の締め切りになります。

ここでテーマを決めなければ、その広報に、こういうテーマでやりますよとい

う告知ができませんので、どうしてもここで決めていかなければなりません。

少なくともそのテーマに関して、決定をしていきたいと思いますけれども、ほ

かに御意見ある方いらっしゃいます。 

意（副議長） きょう後でまたお話があると思うんですけれども今、市政クラ

ブから公共施設のあり方についてということで、その中身についても一応説明

がありました。11 日の広報・広聴委員会で、案として取りあえず出させていた

だこうということで皆さん、お手元の報告会、広聴会という御案内の一番頭に

も一応、広聴会、テーマを仮ということで一応書かせていただいた程度ですの

で、その内容について御検討いただければと思います。別にここで公共施設の

あり方と書いたからそれについてというわけじゃなしに、それを含めて広報・

広聴委員会としてこれを出させていただいたというだけのことですので、よろ
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しくお願いいたします。 

問（４） 公共施設のあり方ということですと、なんですかね、広聴会を開く

ときに、話がいわゆる非常に広くなるもんですから、話がしづらいんではない

かなと思うんですよね。それと場合によっては、例えば高浜小学校をどうする、

あるいは高取をどうする、中学校をどうするというような、個別的な話になり

かねないもんですから、やはり今回発表されていた高浜市の全般ですね、これ

から基本的にはどういったところを中心、あるいは重点にやっていくかという

ことで総合管理計画及び長期財政計画が出ているわけですから、それに基づい

て話をしたほうがわかりやすいのと、もう既にホームページ等で、あるいは本

人さんがダウンロードすれば、いわゆる文書としてかなりのページではあるん

ですけれども、確認ができるということですね。資料も、そういう面でいくと

何というんですかね、事前に確認しやすいという点においては、うちの市政ク

ラブの案がいいのではないかなと思うんですが、皆さんはどうでしょうか。 

意（11） 一人会派として意見を述べるというよりも広報・広聴委員会、ぴい

ぷるの編集委員会の中で、この議会広聴会を公共施設のあり方について、今、

市政クラブさんの案が出たようなものも含めて、それを説明しながら広聴会を

開くみたいなイメージでしたので発言はしませんでしたが、このぴいぷるで決

まったその案ですけれども、それは市政クラブさんの案とかぶっておりますの

で、その辺は同じな感じでよかったと思います。だから、一つひとつの公共施

設についてやるということではなく、財政計画も含めて皆さんに御説明をする

プリントも配布してやりましょうというお話でしたので、私はその意見であえ

て、そのどうされますかって言われたときに言いませんでしたけれども、今、

編集委員長がおっしゃったその案ですけれどもと言った中には、その市政クラ

ブさんの案が全て含まれている中で考えていましたので、同じですよというこ

とを、つけ加えさせていただきたいと思っています。 

意（６） 私も今、市政クラブとそれから大家族たかはまと同じ考え方で、も

ともと今度のが、公共施設のあり方についてということでざっくりやってあり

ますけれども、そのときにも高浜市の公共施設の総合管理計画、それから長期

財政計画。これがホームページに載っているので、それをもとに広聴会をやら
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せていただいたらどうかということを言っていますので、公共施設のあり方に

ついてではなくて、公共施設総合管理計画と長期財政計画。これに絞った広聴

会でいいのかなと、そう思いますのでお願いいたします。 

意（５） 私も今後の総合管理計画、長期財政計画について意見広聴会をした

らいいのかなと思います。 

委員長 今、各委員さんの御意見を伺ったんですけれども、内藤とし子委員の

言われた公共施設のあり方についてという、それはずうっと、高浜市でいうと

公共施設あり方計画案から始まったところで、現状は公共施設総合管理計画と

長期財政計画という形にまとめ上げてもらったのがその姿だと思うんですよね。

ですから、基本的に皆さん意見が一致しているのは、公共施設のことに、非常

に市民の方々の関心があるだろうからということと、高浜市が今後、進めてい

くための計画をこのように示しておりますけれども、どのようにお考えになる

でしょうか、というような形での意見の広聴というイメージでいいのかなとい

う気がしますけれども、そのような形でどうでしょうか。 

問（12） 総合管理計画とか長期財政計画に基づいてというお話が出ていまし

たが、この広聴会のテーマに、そのように書く予定なのかどうか、浅岡委員に

聞きたいんですが、このテーマに、今言った「総合管理計画」とか「長期財政

計画」に基づいて、公共施設のあり方についてお聞きしたいっていうことを書

く予定なのかどうか、ちょっとここをお聞きしたいと思いますが。 

答（４） 基本的に私が決めるっていうことではないかと、あくまでここのと

ころで決まるんだと思います。ただ、公共施設の関係といいますか、公共施設

のあり方についてっていうことであれば、例えば、非常に話をしづらいってい

うか、かなり個人的に思われている場所、あるいは公共施設に対して、これは

こうだっていうような議論になりかねないと思うんですね。やはり、今からの

高浜市の場合ですと、長期財政計画に基づいてその計画をしっかりと立ててい

かないと、ある一部の公共施設に多額のお金がかかってきた場合ですと、ほか

のところで調整するという意味では、当然、減額をされてくるという可能性が

出てきますし、やはり地域的な特徴もありますのでね、最初にあった場合の・・・。 

問（12） そういうことを聞いているわけじゃなくて、総合管理計画とか長期
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財政計画に基づいて、この公共施設のあり方について広く意見をお聞きしたい

と思いますと書かれるのかどうか、そういう提案なのかどうか、そこをお聞き

したいんですが。 

答（４） それは、当然入っているっていうことになるかと思います。基本的

に、先ほども言いましたように、長期財政計画と総合管理計画そのものが、公

共施設が一番のメインですので、こういった場合に公共施設関係であるという

ことはわかると、こちらとしては考えておるんですけど。 

委員長 市のホームページを見ていただいたことがあるかと思いますけども、

実は公共施設の総合管理計画と長期財政計画のＰＤＦのリンクが貼ってありま

すけども、その上の段に、今までの取り組みが全部書いてあります。このよう

な、例えば委員会を設けてやりましたとか、こういうことをやりました、ああ

いうことをやりましたと全部書いてあって、それの結果がこれですよという書

き方がしてあるんですね、総合管理計画と長期財政計画については。ですから、

文面がどこまで入れられるかというのは、その、スペースの問題もあると思う

んですけども、反対に言うと、今はテーマを決めるという話で議論をしておっ

て、そのテーマをいかにわかりやすく市民の方に伝えるかということはまた別

の話ですので、まずテーマが決まらなければ、そこに到達できないと思うんで

すよね。 

わかりやすくするんであれば、極端なことを言うと広報のほんの数行のスペ

ースをもらうんじゃなくて、予算がかかっても広報にじゃあ 1 枚ペラを入れて

もらおうか、ということでも逆にいいのかもしれないですし、そのほうがしっ

かり伝わるということになるのだったらね。ですから、この文では市民の方々

によくわからないだろうということを多分おっしゃりたいのかな、ということ

を思いますので、それをわかりやすく伝えるという方法は、また別だというこ

とを考えていただいて、当日の広聴会のテーマを決定していきたいと思うんで

すけども。 

 基本的に、この公共施設の総合管理計画も、長期財政計画も議決事項じゃな

いんですよね。これは我々、議決したものじゃないんですよ。ですから反対に

当然、今からの財政状況から何から考えても、これから何が起こるかわかりま
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せんから、極端な言い方すれば、この計画は変わる可能性もあるわけですよ。

そういう部分の中で市民の意見を、どこかこう入れ込んでいくということもま

だまだ十分に可能であると私は思っています。そういうレベルの中で、市議会

はこれを中心に、市民の方々の意見をいただきながら、今後の公共施設のこと

を考えていくんだと。そのための広聴会なんですよっていうことが、伝わるよ

うにすればいいのかなということを思うんですけども、どうでしょうか。内藤

委員、どうですかね。 

意（12） 私が聞いているのは、市政クラブさんの案に基づいてというお話を

されましたので、そういう言葉というか、そういうものをこの広聴会のところ

に入れたとしますよね。そうするとちょっと市民に対して、先に言われた難し

いっていうか、わかりにくいっていうか、ホームページをみんなが見ているわ

けじゃありませんので、見ている方も見てない方も、やっぱりわかっていただ

くように、こっちは何ていうのかな、広くお聞きしたいという意思であれば、

そのようにこう書かなきゃいけないと思うんですよね。そういう面でも、そう

いう総合管理計画だとか、長期財政計画だとか、そういう文章を入れちゃうこ

とがいいのかどうか。ちょっとそれが心配というか、ちょっとそこら辺が、納

得がいかないっていうか、ちょっと心配をしていますのでということです。 

意（２） 意見、言わせていただきます。まず、総合管理計画とそれから長期

財政計画という二つの案件に絞り込んで、それについての広く意見を聞きたい

というテーマでいいと思います。なぜかというと、こういった広聴会、あるい

は討論でもなんでもそうなんですけれども、ある共通の認識を持たれてないと、

ただ、言いました、聞きましただけになってしまいます。それで市のホームペ

ージに、その資料が掲示してある、掲示していない。だからそれは、まさしく

意見を言いたい方はそれを見て言ってくればいいわけです。 

だから、そういうことを見たことがない、見方もわからんという人が、本当

に意見を言うのは、まさしく何のバックデータもなく、その言うだけになって

しまいます。ですから、総合管理計画と長期財政計画について意見を聞きたい。

その詳細については、ホームページのここに貼ってあるから、あるいは市のど

こそこに来れば閲覧できるようになっているからってことまで、注意書きで書
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いて、案内としては全く問題ないと思います。 

漠然と公共施設のあり方についてと言われると、まさしくその範囲が広くな

り過ぎちゃって、時間も限られている中で、とても意見が聞きおおせると思え

ませんので。もう１回繰り返しますけれども、総合管理計画と長期財政計画に

ついて意見を伺いたい。その詳細については、市のホームページに掲載してあ

るということを注意書きとして書けばいいと思います。 

意（６） 今、利盛委員が言われたように、もともとは公共施設のあり方につ

いて今後 40 年間、公共施設をどうしていくかと。それをきちっとまとめ上げた

のが総合管理計画、いわゆる公共施設を今後こういう形で 40 年間やっていきま

すよとかいうことで、その中にいろんな公共施設の建てかえだとか、そういっ

たものが全部入っとるわけですよね。それに基づいて、これだけのお金が要り

ますよということで長期財政計画ができているわけですので、公共施設を今か

らあり方を検討していく中で、その総合管理計画をつくっておりますので、そ

れを皆さんに説明すれば、皆さん方によく理解していただけるんじゃないかな

ということで僕も今、利盛先生と浅岡先生だったか、ほかの委員が言われた意

見と同じで公共施設総合管理計画、それのことを説明するという、そういうこ

とがわかるようなタイトルでいいのかなとは思います。 

委員長 ほかに。 

問（５） すいません、今６番委員が市民の皆さんに説明するって言われたん

ですけど、これ、聞く・・・ので。 

意（６） 聞く、ですよ。失礼いたしました。 

意（５） やっぱりこっちから説明するというか、そうわけではないと思うの

で、皆さんから広く意見を聞くということであれば、長期財政計画、総合管理

計画で、私はいいと思います。 

委員長 それではよろしいですか。それでは広聴会のテーマにつきましては、

高浜市公共施設総合管理計画、そして長期財政計画についてということで決定

させていただいて、それを市民の方々にどう伝えるか、こういうテーマでやり

ますけどということを、どうわかりやすく伝えるかっていうところは、ぴいぷ

るに関しては、どれぐらいのスペースがあるかということは承知しておりませ
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んので、そこのところは、また編集委員会から出していただく。当然、きょう

は、その他のところでやりますけれども、これを配りますよね。これに関して

も、もう少しこうしたほうがわかりやすい、ああしたほうがわかりやすいとい

うことを、少し時間があまりありませんけども一度、話し合っていただいて、

より伝わりやすくお願いしたいと思います。 

特にあのホームページ、確かに見られない方もみえると思うんですけども、

結構なボリュームになりますので。当日の配布資料をどうするんだとか、いろ

んなこともまた出てくると思います。何ページ、70 ページぐらいあるようです

から、その辺も含めて御検討をいただければということで、まずテーマだけ決

めさせていただきましたので、よろしくお願いをいたします。 

 

 

（２）議会のＩＣＴ化の取り組みについて 

委員長 これは、先般のこの特別委員会の中で、私より議長を通して当局と、

今後の件についての話をしていただいて、というようなお話をさせていただき

ました。まず、それまでの議論を含めて議長から、本来のこのＩＣＴ化の取り

組みというものが、何のためにやるのかというところをもう一度お話をいただ

いて、皆さん方に御確認をいただく場面を一つつくりたいと思いますので、議

長に発言をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

意（議長） ＩＣＴ化というテーマが出ておりますけども、基本的には、ＩＣ

Ｔというのは道具という世界になりますんで、最終的に市民の方に対して、ど

ういう形で議会がよくなっているんだと、要は、行政がどうよくなっているん

だということを示すことが、必要になってくると考えております。そういう意

味でいうと、行政内部のところの業務改善がされてこないと、ここだけペーパ

ーレスになったとしても、しょせん紙が、媒体が変わっただけの世界になりま

すんで。 

行政に今、たまたま行政グループの中で、ペーパーレスということで、庁舎

が変わるという関係もあって進めてみえると思います。そことタイアップして

ということで進捗状況を聞いたんですけども、企業でも一緒ですけれども、少
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し時間がかかります。そういう意味でいうと、そこがうまく文書量が減って、

庁舎内の人間の情報の共有化が図れて、ということができてくれるのを待って

いると、少し時間がかかるかと思います。ペーパーレスは済むかもしれません

けれども、情報、さまざまな文書の庁内の共有化みたいな話のところは、まず、

少し時間をとって、データを整理しながら、という形になるんで、何年かかか

ると思います。 

企業の中で見ていても、基本的にはそういう取りまとめのところがすごく大

変なんで、何回もやって、失敗して、それを繰り返しながら今の形になってき

ているもんですから。そういう意味でいうと、そことタイアップするというの

は、まだ先の世界になってくるのかなと。 

議場でタブレットを使うだけの話であれば、これも多分、現在でいうと、紙

で出してＰＤＦ化するという作業を、どうしても行政職にやっていただく必要

が出てきますんで。そういうことをやりながら、という形で進めるんであれば

可能かと思いますけれども、ただ、基本的にやろうとすると、紙の世界と、そ

のタブレットで見るＰＤＦの世界、これ二重で動くような形になりますんで、

やって外から見ると、変わったなというイメージが出ると思うんですけども、

中の仕事のやり方自体、これが変わっているわけじゃないもんですから、その

辺ところは、どこかのタイミングではやっていく必要があるのかなと。 

一応、行政が今もやろうとしているんですけども、先ほど言いましたように

時間がかかるんで、そこを待っていると、何年か待つ必要が出てくると思いま

す。今はちょっと大変、失礼ですけれども、パソコンを使われていろいろやら

れているんですけども、道具が入って使われているというイメージが、使って

いるっていうイメージじゃなくって。だから、パソコン入れている本来の目的

がなんだというと、やっぱり情報のコラボレーション。共有しながら、前工程

の情報化をこうして、後工程に流していくっていう基本的な動作のところが、

まだ基本的にできていないように見えますんで、そういうところから改善して

いくと、少し時間かかるかと思います。 

だから、行政とタイアップするのは少し先で、切り離してやるんであれば、

単独で。行政の負担がどれぐらいになるかわからないですけれども、単なるペ
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ーパーレスという狙いでやられるんであればっていうことで、行政との連携は

少し先ということで、一度切ってしまう必要があるのかなと思いますんで、そ

の辺もよろしくお願いしたいと思います。状況的には以上です。 

委員長 端的に言うと、このＩＣＴ化の取り組みについてというのを、今回テ

ーマに上げさせていただいたのは２つ理由があります。１つは今、議長が言わ

れたように、紙を電子データ化するだけでは我々議会が当局側に提案するには、

余りに言い方が悪いですけれども、しょぼいだろうと。極端な言い方をすると、

例えば財政の部分で言うと、予算書を電子データ化して、こんな厚い予算書で

はなくって、パソコン 1 台に入りましたという話だけのために、電子データ化

を当局に求めるということであれば、それは全然、必要があるかないかってい

うと、今なくたっても別にいいわけですよね。 

そうじゃなくて、もとのデータを、例えば３年前のデータと、今年と、それ

からそれを数字として、我々がどう分析的に使えるようになるのかということ

を考える。それが必要ではないかと。そういう考え方で議会が見ているんです

よということを、行政に伝えることが大事なことであるということを、議長が

おっしゃってみえるんですけれども、そこを目指していくには、まだまだ時間

がかかるんじゃないかと。 

そうすると我々は今、例えば西尾市さんと安城市さんも新年度から、もうパ

ソコンを議会が取り入れてやっていますよね。そうすると高浜は、端から見る

と遅れているんじゃないかという意見が出ることもあるわけです。だから目的

は、ここにあるという目的を見失うことなく、もう１つは当然、これは予算も

かかってきますので、まずは個別のレベルの中でタブレットを、例えば委員会

とか本会議に持ち込んで、自分はそれでやっていきたいという議員さんがもし

見えるんであれば、そういったことに対して、どうしていきましょうかという

ことを考えたいなと思って、今回テーマに挙げさせていただきました。 

ですから、先ほど言ったところに目的があるんですけれども、まずパソコン

で、基本的にはタブレット端末になると思いますけれども、そういったもので

取り組んで使っていきたいという方が見えるんであれば、その方々の使用をど

のようにやっていきましょうかということを、御意見として伺いたいというこ
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とです。 

意（２） この件については、半年ぐらい前に私から提案させていただいて、

それを時々プレゼン等させていただきました。議長さんが、おっしゃったとお

りのことだと思います。それで、こうしたほうがいい、ああしたほうがいいと

いう意見を言いだしちゃうと、多分ぐちゃぐちゃになっちゃうもんですから、

６月の議会改革特別委員会をめどに、タブレット端末の使用ルール、案という

ものを、安城市さん等からいただいたり、自分で考えたりしながら案を示しま

すので、それをもとに、また議論をいただけたらいいんじゃないかと思います。

使う側だけのルールにするのか、あるいは市に対してこういう要求をするのか

ということは案がないですけれども、一通り何らかの形で出してみたいと思い

ます。 

委員長 今、御意見を伺ったんですけれども、基本的にタブレット端末の持ち

込みということに対して、是か非かという部分というのが、まず大事だと思い

ますので、それに関してはどのようにお考えでしょうか。皆さんは、どうでし

ょう。 

意（６） 私は、前のときにも利盛委員がいろいろと言って、データやなんか

でも、プレゼンやなにかやっていただきましたけれども、やはり議場にタブレ

ット端末やなにかを持ち込むというのは、僕は認めていただきたいと。そうす

るといろいろなことやなんかがスムーズにできるようになると思いますので、

それを使える人、使えない人がいますけれども、だけれども僕は基本的には、

今現在は、議場へのタブレットやなんかの持ち込みは禁止されていますので、

それをぜひ認めるようにしていただきたいというのが、私の意見です。 

意（２） 言い出しっぺである以上、私も、ぜひとも持ち込みに対しては、許

可をお願いしたい。 

委員長 ほかに。 

問（16） タブレット端末を持ち込みされて、主にどう活用されるのか、例え

ばその、いろんな原稿を入力しておいて、一般質問のときに、紙じゃなくて、

そういうタブレット端末で見ながら一般質問するとか。あとちょっとどう活用

するのか、教えていただきたいと思います。 
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答（２） ものすごく単純にいうと、紙の代わりにタブレット端末の画面を見

ていろんなことができるということです。だから、一般質問の原稿もそこで読

み上げればいいし、あるいは行政当局から出てきた資料もＰＤＦ化されていれ

ば、薄いタブレットで全てのことを見ることができます。 

その次のステップとして、先ほど議長が言われたように、過去の数字の加工

だとか、将来どうなるかという、あるいは予測線のグラフをつくるようにする

とか、そういうことはいろいろとできると思いますけれども、あれもこれも全

てをやろうと思うと、多分やっぱり何年もかかってしまう話なんで、今、そう

いうものを持ち込んでやるというのが時流でもありますし、ぜひとも対応すべ

きだと思います。 

また、これは、使えばさらにその活用方法ということもいろいろ出てくると、

アイデアとして湧いてくると思いますので、使わないときにあれはどうだ、こ

れはどうだと言うと、どうしてもまた、議論がいつまでたっても出つくさない

状態になると思います。ですから私としては持ち込んで、並行していろんな加

工なんかを提案していきたいと思います。 

意（16） うちもＩＴ化はすごく推進していますので、うちの党としましても

皆さんタブレット端末、ｉＰａｄをいつも常々持参して、それを活用している

のをいつも横で見ていますので、私が遅れているわけでありまして、少し考え

させていただきたいと思います。皆さんの御意見、伺いたいです。 

委員長 ほかに。 

意（11） 私も導入してほしい一人ですが、私が使いたいなと思うのは、議場

で例えば、言葉では説明しにくいけれども、目で見てぱっとわかる写真だとか、

図だとかが取り入れられるようになったらうれしいなと思いますが、それを議

事録に残すときに、どういうふうに工夫しなきゃいけないとかがあるので、ま

だそこまではすぐには使えないと思いますけれども、将来的にはそういったも

のもみて、私が上手に説明できるようになったら議事録にも多分残ると思うの

で、そういったことでも使っていきたいなと思っています。 

委員長 どうですかね。基本的に今、例えば予算をつけて皆さん方に貸与する

という話をしておるわけじゃなくって、現状をそれぞれ個人でお持ちのもので、
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それをツールとして議会の中でも使っていきたいというお話をさせていただい

ておるもんですから、すぐこれみんなに渡されて、どうぞ使ってくださいとい

う話をしているわけじゃないもんですから。極端な言い方すると、紙に縦書き

が好きな人もいれば、横書きが好きな人もいるというぐらい話であったり、鉛

筆じゃなくてシャープペンシルじゃだめなんですかっていうぐらいの話であっ

たりというようなことを、まずは聞いていただきたいと思っての、今回の議題

なんですよね。 

ただし、タブレット端末は、やっぱりパソコンですからたくさんのことがや

れます。例えば、端から見るとスマートフォンでもできますので、いろんなこ

とが。そうすると、じゃあ私はスマートフォンでいいですかっていう話をしち

ゃうと、どう見たって、傍聴者が見ると携帯いじっているようにしか見えない

わけですよね。だから、持ち込むに当たってもいろいろなルールが当然、その

メールだとか何かをやっとるだとか、そんなことは絶対許されるわけではない

でしょう。 

それから極端な言い方をすると、愛知県では余り聞いたことがないんですが、

よその県の、ほかの市議会ではネット通信を禁止していると。例えば過去の会

議録だとか、いろんなものをその場で検索することができるもんですから、こ

れは議員にその場での能力の差を与えてしまうというようなことを危惧してと

いうことも聞いたことがあります。それはもう、もっと前の話ですけどね。今

は逆に、半田さんなんかは視察に行ったときに、向こうのおっしゃられたのは、

検索できるからあえて持ち込むんだということで言われておりました。だから

認めるんですよ、ということも言っておられました。だから、その時代によっ

て変わってきているのかなという気もします。 

一度、先ほど神谷利盛委員が、議場とそれから委員会室等に持ち込む場合の

ルールというものを案として示していただいて、その 100 考えられるなら 100

の心配事を書き出していただいて、それを、これは問題ないという形でやって

いって、もし皆さん方の御同意が得られるんであれば、これは最終的には各派

会議と議運の決定となると思いますので、持ち込みに関しての是非を問うよう

な形で、そちらに議案として上げていくというような段取りにしていきたいと
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思いますけども、どうでしょうか。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 よろしいですかね。どちみち、これで臨時会を含めてこの高浜市議会

の期も変わりますので、少し時間を、そこでまたできると思いますから、そう

いうところも上手に使っていただいて、皆さん方もちょっと情報収集をしてい

ただいて、今、安城市さんとか西尾さんが、全議員にこの４月より配られて使

っております。お知り合いの議員さんがみえれば、いろいろと聞いていただい

て。それは、反対に予算をとって貸与されているもので、強制的に渡されてい

るものですので、そういう意味合いの中でどのように使われておるかというこ

とを、一度聞いていただいてもいいのかなと思いますので、そういうようなと

ころで、よろしいですかね。 

 

 「はい。」と発声するものあり。 

 

委員長 それともう一つ、同時に考えなきゃいけないのは、例えば委員会とか

本会議になると当局の方も見えるわけです。当局の持ち込みは、例えば許可し

てほしいと言われた場合には、どうするのかというところも当然、同時に考え

ていかなきゃいけないのかなという気がしますので、それも含めて御検討をい

ただければということを思います。それでは、この件よろしいですか。 

 

「はい。」と発声するものあり。 

 

 

（３）議会の災害対応マニュアルについて 

委員長 これはですね、先般 16 番委員からの提案でもって、災害発生時におけ

る対応ということで、案内と一緒に安城市さん、碧南市さん、岩沼市さんのも

のを配らせていただきました。一番初めのときは、議会におけるＢＣＰという
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ことでお話が当時あったんですけども、ＢＣＰというのは、これは業務継続計

画になりますので、議会の何か災害等あった場合の機能を、どのように取り戻

していくんだというのがＢＣＰなんです。今回、御案内と一緒に配らせていた

だいたのは、災害が発生したときに、どのように議会が、議員が対応するのか

ということのものですので、小野田委員、この件ですよね、言われておったの

は、御案内をこっちで渡した。 

意（16） はい。この件も含めて、実は大津市に一度、視察に行きたいな、勉

強させていただきたいなという気持ちがあったんですけれども、こういった要

綱でまとめておくのがいいのか、ＢＣＰというとやっぱり二元代表制として、

議会と当局と連携しながらこういったものを作成して、実際に大災害があった

ときに議会としてきちんとし、また、事務局の役割ですとか、議長の役割です

とかそういったもの、初期対応または中期、後期ということで、復旧、復興に

向けて、議会議員としてどういった役割を担って、また、即座に対応しなくち

ゃいけないようなことも出てきますし、議決案件、予算も組まなくちゃいけな

いことを、スピーディーに対応できるようにしていくというものですので、そ

れが難しいのであれば、こういったもので要綱をつくっておくということも、

早く進めることができていいのかなと思いますけれども、私はこういったこと

を大津市がやっていますので、やっぱり前向きに議会改革の一端として、勉強

していくこともやぶさかではないかなと思っております。 

委員長 わかりました。基本的には災害対応マニュアルと、それからＢＣＰと

いうのは別のものですから、今の御意見の中でいうと、両方を当然やっていく

べきだろうということでのお話だと思います。ちょっと事務局に伺いたいんで

すけれども、当局側の災害対応マニュアル、それからＢＣＰ。市としては、議

会じゃなくてね、行政としてのものはもうできておるんですよね。 

答（局長） 各部局が、災害が発生したときにどのように動くのかっていう、

一応、危機管理マニュアルの、各部局グループごとのものは作成がされており

ます。それと非常に簡単な、時系列のＢＣＰというところまではいかないんで

すけども、災害発生後、何時間以内にどういうことをやるというような、時系

列でまとめたものを、数年前に防災でそういったものをまとめたっていうこと
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はございますので、そういったところもちょっと参考にはなるのかなとは考え

ております。 

委員長 ありがとうございます。それでは、これもある程度、そのたたきみた

いなものがないと、なかなか議論は難しいと思いますんで、まずこの議会は、

危機管理マニュアルはもうあります、一応。それで災害発生時の、対応マニュ

アルというもの、ここまでのものというものは持っていませんので、これとＢ

ＣＰ。これは業務継続ですので、議会をどのように対応させていくのかという

ところに関しての、この二つに関して今後、議会改革の中で話をして、つくっ

ていくということで、これは皆さん了承いただけますでしょうか、よろしいで

すかね。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 それでは、これをつくっていくということで進めていきたいと思いま

すけども、先ほど言ったようにまずもって、そのたたきの部分。まずは順番で

いうと災害発生時の災害対応マニュアルというものを考えますと、例えば、議

長は防災会議の委員に充て職でなっていますよね。 

答（議長） 防災会議。 

答（局長） 防災会議と国民保護協議会と二つです。 

委員長 それから局長は、災害対策本部に入るような形で今、高浜市はなって

おります。そういう部分も含めて、時期がこの時期になっていますので、臨時

会が終わると高浜市議会も次年度に入ります。ですから、少しお時間をいただ

いて、次年度の議長さんには恐縮なんですけれども、議長とそれから事務局を

中心に議長案というものをつくっていただきたいなということを思っています。 

皆さん方にお配りしたものもありますし、ページ数が多ければ多いほどいい

わけじゃありませんが、それぞれの中には、各市の特徴が当然入っておるわけ

ですので、そういうところも含めて高浜市には、特にこれを入れなきゃいけな

いというものもあるのかもしれません。そういう案を一度出していただくとい

うことを、私から現在の議長にお願いしておきたいと思うんですけれども、ど
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うでしょう議長。 

意（議長） わかりました。一応たたきというもんは、きょう３市分お配りし

ておるんですけれども、逆にいうとこれがベースになるのかなと考えておりま

す。それと、議会としての役割になりますんで、議会が、災害が発生したとき

にどう動くんだっていうことで、一つ心配しているのが、市当局が、災害対策

本部を立ち上げて地元でいろいろ言われると、ここやれ、あれやれという話が

出てきます。逆にいうと、そうすると市全体の防災活動ということも止まる可

能性がありますんで、その辺のところの制約も入れさせていただきながら、議

員として高浜市に対して、どういう活動をするんだっていう視点で見ていただ

いて、作らせていただけないかなと考えております。 

きょう、３市分をお配りさせていただきましたけれども、この中で、ベース

でこの案がいいんじゃないというのがあれば、ぜひ教えていただければ、それ

をベースにまとめていただくようにしますんで、何もなしだと逆に、イメージ

的にわかりにくいかなと考えますんで、一度目を通していただいて、どれがい

いということを、基本的にこのベースでつくってくださいということをいただ

ければ、それに沿わせていただこうかなと考えておりますんで、よろしくお願

いいたします。 

委員長 当然、市がお持ちの危機管理マニュアル等との連携がとれる形になっ

ていなければいけないもんですから、そういうところも含めて一度、議長案と

いう形で出していただくということでよろしいでしょうか。どうでしょうか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

  

委員長 はい。それでは、そのような形で進めさせていただきたいと思います。 

 

 

（４）その他 

委員長 前回２月 24 日開催の議会改革特別委員会において、５月 14 日に議会

報告会を開催する。そしてまた、市民広聴会を開催するということが決定され
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ております。本日は、役割分担及びスケジュールを決めたいと思いますけども、

これに関しては編集委員会でお願いしてありますので、副議長からその案を発

表していただきたいと思います。 

説（副議長） きょう、お手元に配布させていただいたのが４月 11 日に開催し

た広報・広聴委員会での内部資料ということで、あくまでも案ということで出

させていただいていますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、まず一番頭の、先ほどから委員長が言われている、市の広報、そ

れから今、編集委員会でやっているぴいぷるの案内も含めて、今回、広聴会が

入ってくるもんですから、この内容について先ほどテーマが決まったもんです

から、その内容に沿って、案として出させていただいています。この四角で囲

った部分。ここについては先ほど言われた内容に沿って、書かせていただきた

いと思います。 

それでは一通りちょっと目を通しながら、ということで、聞いていただけれ

ばと思います。この報告会は、各常任委員会、特別委員会ごとに皆さんで資料

や原稿を作成し、発表していただくものです。各委員長がお持ちの委員長報告

データ等を活用していただき、各委員会で互いに協力し、役割を分け合って助

け合いながら進めいただきたいと思います。それを踏まえて、各委員会で作成

される、参加者に配布する紙資料データは、手話通訳さんへの原稿、それから

パワーポイントデータは、各委員会で管理運用をお願いいたします。 

また、本日配布の報告会の当日の会場準備担当及び会場担当振分表の担当者

欄は、今回、若手議員なり新人議員を中心にこちらで配置しておりますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。また、委員会で選出となっている部分

については、今後、このスケジュールに沿って常任委員会、特別委員会を開い

ていただいて、各委員会で決めていただき、忙しくなると思いますが、よろし

くお願いいたしたいと思います。当日までの準備、当日の役割について、しっ

かり務めていただきますよう、よろしくお願いいたしたいと思います。記録係

のカメラ担当は、御自身の使い慣れたデジタルカメラ等を使用していただきた

いと思います。 

また、議員控室の共用パソコンのデスクトップに、今回の報告会のフォルダ
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ーを貼りつけておきます。配布資料、パワーポイントの作成元となるものを入

れておきます。作成については、これを利用していただき、委員会ごとに名前

をつけ、上書き保存をしないようにお願いいたします。そこで、きちんと委員

会名で管理していただければ、ほかの委員会と混同しないと思います。それか

ら、記録係の方は、カメラの映像データや音声データを移動、コピー等をして

ください。 

次に、議会報告会開催当日までのスケジュールにより、５月６日金曜日、午

前 11 時 30 分までを各委員会の読み原稿、紙の配布資料の手話通訳さんへの提

出期限といたします。参加者への配布のための印刷用の紙資料データは、委員

会ごとにページ数を振っていただき、表紙には何々委員会と記載してください。

完成データは、１つのファイル名でページを振っていただき、共用パソコンの

フォルダーに登録してください。そのデータで業者依頼、今回も同じく青木堂

さんに頼むようにいたします。報告会では、委員会ごとに綴じた紙資料を束に

して配布する予定です。 

手話通訳さんへの提出原稿ですが、委員会ごとに委員会名を頭につけて、各

ページを振って、決められたフォルダーに登録してください。なお、１部を打

ち出して、事務局にも提出してください。手話通訳さんへの依頼は、今回もご

面倒をお掛けしますが、鈴木議員からお願いしていただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。各委員長におかれましては、繰り返しになりますが、

締め切りの５月６日、金曜日、午前 11 時 30 分までにお願いいたします。 

最後に、紙の参加者配布資料は、50 部の作成を予定しています。各会派の政

務活動費から費用をお出ししていただくことになりますので、よろしくお願い

いたしたいと思います。 

それから、今回の広聴会を開くに当たって、広聴会に関わる点について申し

上げます。本日の議会改革特別委員会の中で話が重なるかと思いますが、よろ

しくお願いいたしたいと思います。まずポスターとチラシ、これは報告会と兼

用、同じものになります。会の内容を盛り込んで、皆様のボックスに配布いた

します。配布後は速やかに、担当箇所に掲示と配布をお願いいたします。これ

につきましては、屋外広告物の許可印を押したものをお配りいたします。次に
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広聴会に関する参加者配布の紙資料や、手話通訳さんへの原稿、パワーポイン

トへの提出期限の取り扱いは、先に申し上げましたように、議会報告会までの

タイムスケジュールと同じ扱いになります。また、紙の配布資料も議会報告会

と同じで、50 部作成いたします。 

続いて、各データの保管先ですが、議員控室の先ほどと同じです。共用パソ

コンの、デスクトップの報告会フォルダーの中に、広聴会フォルダーをつくっ

ておきます。議会報告会と同様に、管理運用をしていただきたいと思います。

また、同じく記録係の方は、カメラの映像データや音声データを移動、コピー

等していただきたいと思います。これに合わせてとなりますが、プロジェクタ

ーの操作やマイク係、カメラ係、記録係で担当になった方は、その役割につい

て、漏れのないようにお願いいたしたいと思うとともに、併せて会議録の作成

もお願いいたします。意見広聴会のアンケートについては、その内容と集計も

同様にお願いします。 

まとめますと、当日の資料作成や役割分担は、スケジュール等に従って行っ

てください。また、当日の写真撮影や音声録音、それらのデータ管理と運用を

お願いいたします。基本的には、議会報告会も同じ取り扱いです。議事録の文

字起こしとともに、アンケートの集計、記録までをお願いすることになります。 

それでは、お手元の資料を、ざっと目を通していただいたと思いますが、一

番はスケジュールで、ちょっと資料１を見ていただくと、今日が 14 日になりま

す。それ以後として、当然この４月末から５月の始まりで、連休が入ってくる

わけです。ですから、連休の中間にはなると思いますが、各常任委員会と特別

委員会の委員長さんは、途中で担当される委員の方の原稿を、一度チェックし

ていただきたいと思います。あと、先ほどから締め切りと言っているのは５月

６日、金曜日になりますので、これは遅れないようにお願いいたしたいと思い

ます。タイムスケジュールは以上です。 

それから、あと当日、資料３のところ、ちょっと見ていただきたいと思いま

す。これは、前回の報告会に沿って、特に予算特別委員会の部分に決算特別委

員会を振り分けしたことと、今回、広聴会が開かれるということで、その部分

の時間配分で始まりが午後２時から、それから終わりが２時間の中で納めてい
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ただくということになっていますので、よろしくお願いいたしたいと思います。  

あとは、ポスターの資料４。資料４については、これは見ていただいたとお

り前回と同じ場所への配布になっていますので、お願いいたしたいと思います。

それから、資料６。資料６については、各委員会が発表のときには、ほかの委

員会の方で、一応振り分けということで案として出させていただいていますの

で、よろしくお願いいたしたいと思います。 

それからあとは、先ほど案内というか、説明させていただきました当日の内

容についての、こういうものが枠としてつくってありますので、それを利用し

ていただいて、ということになります。以上です。よろしくお願いいたしたい

と思います。 

この場で一番確認していただきたいのは、日にちもこれに沿っていっていた

だくのはそうなんですが、各委員会の時間配分等を、この場で確認していただ

きたいと思います。 

委員長 それでは多分、今読んでもらった紙をもらったほうがよくわかるんで

はないかと思うんですが、あの。 

答（副議長） もし必要なら、コピーします。 

委員長 一つ私から、２ページの、今日の資料のタイムスケジュールですけれ

ども、これ６日に原稿提出ですけど。 

答（副議長） はい。 

委員長 配布原稿の持ち込みは、９日なんですよね。 

答（副議長） はい、青木堂さんへ。 

委員長 だから、９日でもいいんじゃないんですか。要は、手話通訳さんに原

稿を必ず６日に渡さなければいかんという話でなければ、６日じゃなくても９

日でもいいんじゃないんですか。 

答（副議長） これは、業者との余裕を見た日にちを取ったもんです。 

答（事務局 書記） ９日でも構わないと思うんですが、その場合、午前中は

厳守していただきたいと思います。お渡しする時間というか、業者さんにお渡

しする余裕は欲しいので。そこら辺をお願いできたらということで、よろしく

お願いいたします。 
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委員長 それでは９日の、最大９日の午前中ということでお願いします。基本

的にはこのスケジュールでやっていただければいいんですけれども、連休の中

日ということでいうと、スケジュール的に難しい方がもしみえましたら、そう

いうような形でやっていただければいい。それと、先ほど副議長からありまし

た３ページの、各委員会の持ち時間ですけれども、まず報告会と広聴会を含め

て２時間というスケジュールはどうですかね。よろしいですか。 

意（14） ちょっと外部から意見を。（オブザーバーとして発言。以下同） 

委員長 休憩をしますか。 

意（14） 議会運営委員会の中で付託されていない、委員会に付託されていな

いやつをどこで発表するか。本会議で直接やったやつ。それをどこに入れるか。 

委員長 例えば、補正なんかは委員会付託されていないもんだから、今までは

議運の委員長がやっていたんですよね。 

答（副議長） はい。今、言われた補正の議運ですね。議運の、委員長報告的

なものはあったと思います、前の報告会でも。ですけれど、もしそれを入れる

なら、また、どのぐらい時間を取られるかもあるんですけれども。順番や何か

変えるだけですけれど。 

委員長 スケジュール的には、やっぱり入れないとまずいと思いますので、先

ほど言ったように、今までの議会報告会だけで２時間取っていましたよね。そ

れで今回、広聴会をやるということで、広聴会の時間を取るわけですので。 

答（副議長） 今、言われた広聴会で、これを見てもらうと始まりが今回の案

として出させていただいたのが 15 時 30 分から、終わりの意見交換で 15 時 58

分。一応 30 分を取っているわけですけれど、その広聴会の時間の 30 分という

ものの、当然これ以上短縮できないと思うんですけれど、それを含めて、それ

があることによって延ばすということが、全体の時間延長ということで最初か

らやる必要があるか、ほかの各委員会が協力していただいて、委員会報告を短

縮していただいて、できれば２時間の範囲内で納めていただければと思います。 

委員長 編集委員会での運営スケジュールを決めるときには、２時間でやると

いうことで、そういう意見、出ませんでしたか。 

答（副議長） 特別そのときには時間的なものは、皆さんに配布はさせていた
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だいたんですけれど、それを目通ししていただいて、特別全体的な時間の配分

というか、長さについてはなかったです。 

委員長 取りあえず、委員会付託されていない補正予算関係を含めて、議運の

委員長にやっていただく枠を一つつくりたいと思いますけれども、よろしいで

すかね。議会改革特別委員会と総務建設委員会の間に。 

答（副議長） 議会改革と総務の間に。議会改革のあとにということですね。 

委員長 そうです。議会改革のあとに議会運営委員長が担当で。委員長が担当

で補正予算関係、付託案件ではない議案についての報告時間をつくるというこ

とで、各委員会から１分ずついただいて５分。 

答（副議長） それでは、そこに入れます。 

委員長 では、この資料３に関しては、その直したものを配布していただく形

でよろしいですかね。 

答（副議長） はい。 

委員長 あとは、じゃあよろしいでしょうか、皆さん。 

意（副議長） 先ほど説明の中でありましたように、これで皆さん常任委員会、

特別委員会が、委員長のもとに報告会資料をつくっていただくに当たって、各

委員会を至急開催していただいて、いろんな人が委員会にダブっている人もみ

えるもんですから、その辺の調整をとりながら、よろしくお願いいたしたいと

思います。 

委員長 それからもう一つ、広聴会の取り回しは、これは公共施設あり方検討

特別委員会がやるということでよろしいですか。よろしいですね。要は全員と

いうことですので、テーマが前回は例えば、介護保険制度の改正のときの広聴

会のときには福祉文教委員会がやりましたので、同じ意味合いで、今回は公共

施設あり方検討特別委員会がやるということで、御確認をいただきたいと思い

ます。それでは、議会報告会と広聴会の件については、よろしいでしょうか。

ぴいぷるに載るこの開催の案内は、これは裏表紙、半ページぐらいあるんです

か。 

答（副議長） きょう、またこのあと委員会を開くんですけれども、４分の１

ぐらいです。 
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委員長 ４分の１。 

答（副議長） これぐらいしか、ちょっと枠、取れないです。 

委員長 ４分の１じゃなくて、６分の１ぐらいじゃない。 

答（副議長） いやもう少し、逆に委員会の中でもちょっと話が出とったんで

すけれども、この高浜市議会への視察という部分のこれを、省略することはで

きます。これは前回、委員会の中でも話はさせていただいていますので、委員

の人が了承していただければ、この議会報告会の開催の案内は大きくはできま

す。 

委員長 できる限り、今回、広聴会もありますので、大事なことは広聴会の告

知、広聴会やりますよという告知じゃなくて、何について意見を求めているの

かっていうことをわかってもらわないと意味がないんですよね。ですから、前

回なんかはそれが上手に伝わってなかったが故に、誰からも意見をいただけな

かったということもありましたので、そこのところは少し知恵を使って、ぜひ

とも何を求めているのかということが、市民の方にわかるように文面をつくっ

ていただいて、スペースを上手に活用していただけないかなということを、お

願いをしたいと思います。それでは、ほかによろしいですか、皆さん。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 それでは、ほかになければ、次回の議会改革特別委員会の開催なんで

すけれども、これはもう臨時会を超えてのことになりますので、改めてまたこ

のメンバーの委員の方々の編成も変わる可能性がありますので、その後、また

おって、お知らせするということで御了承いただきたいと思います。ほかに、

皆さんで何かございますか。よろしいですか。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 それでは、以上をもって議会特別委員会を終了させていただきます。 
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委員長挨拶 

 

終了 午前 11 時 11 分 

 

 

          議会改革特別委員会 委員長 

 

 

 

          議会改革特別委員会 副委員長 


